
さいたま市告示第３６７号 

 さいたま市議会資産等公開審査会条例（平成１５年さいたま市条例第４４号）第３条第１項の規定

に基づく審査の申出をするのに必要な者の数について、次のとおり告示する。 
令和８年３月２日 

さいたま市長 清水 勇人 

１ さいたま市議会資産等公開審査会条例第３条第１項に規定する選挙権を有する者の１００分の１

の数 
１１，２１７人 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所総務局総務部行政透明推進課情報提供係 

 ⑵ 電話 ０４８(８２９)１１１７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


